
平成 19 年 7 月 6 日付け総務省の通知により、各地方公共団体は技能労務職員等の給与等の総合的

な点検を実施し、その現状、見直しに向けた基本的な考え方、具体的な取組内容等を明示した取組方針

を策定し、公表することとなりました。 

  渋谷区における技能労務職等の見直しに向けた取組方針を公表します。 

 

1 現 状 

（１）平均給与等の状況（平成１９年４月１日現在） 

 

渋 谷 区 民  間 

職種 平均年齢 職員数 平均給与月額 対応する類似職種 平均年齢 平均給与月額

全 体 46.3 歳 588 421,792 円 ― ― ― 

うち清掃職員 45.8 歳 151 467,902 円 廃棄物処理業従業員 43.3 歳 299,800 円

うち学校給食員 44.6 歳 60 380,429 円 調理士 37.7 歳 302,500 円

うち守衛 53.5 歳 30 473,631 円 守 衛 60.7 歳 316,900 円

うち用務員 46.9 歳 225 413,920 円 用務員 53.9 歳 227,200 円

うち自動車運転手 47.1 歳 16 443,223 円 自家用乗用自動車 

運転手 

58.0 歳 342,800 円

 

うち電話交換手 54.2 歳 3 469,765 円 ― ― ― 

 うちその他 44.3 歳 103 375,658 円 ― ― ― 

※ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当､地域手当､住居手当､時間外勤務

手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり､地方公務員給与実態調査において明らか

にされているものです。 

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。（平成

16～18 年の３ヶ年平均） 

※「その他」とは、ボイラー技士・一般事務（業務）・介護指導・家庭奉仕・学童擁護・環境技能・学校

給食以外の調理員です。 

※「電話交換手」は、平成 20 年 4 月 1 日より業務を全面外部委託としました。 

※渋谷区の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全

に一致しているものではありません。 

 

 

技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取組方針 



（２）職種ごとの年齢別人数（平成 19 年 4 月 1 日現在） 

 

（３）その他給与に関する事項 

  ① 給料表    

職員の給与に関する条例に定める行政職給料表（二）を適用。 

  ② 手当 

      各支給要件に応じて、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務

手当、休日給、夜勤手当、期末・勤勉手当を支給しています。 

  ③ 昇給基準   

       職員の前年の勤務成績に応じた昇給区分により、毎年 4 月１日に昇給します。 

 

２ 基本的な考え方 

今後、国、他団体及び民間事業従事者の給与水準との均衡を踏まえつつ、特別区の任用体系や職

員構成を勘案し、技能系・業務系職員の給与水準の見直しを図っていきます。 

 

３ 具体的な取組内容 

（１） 給料表の見直し（平成２０年１月１日適用） 

① 平均で９．０％引き下げる改定を実施 

② 給与カーブのフラット化により、最大１０．８％の引下げ 

③ 平成１９年１２月３１日現在の給料月額から、地域手当の支給割合を １４．５％に改定することに

伴う給料月額の引下げ分を控除した額を保障 

区分 

～ 
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計 

渋谷区全体 １ ４ １６ ５４ ８４ ８８ １０４ ５８ ５８ １２１ ５８８

うち清掃職員 １ ３ ５ １５ １６ ２４ ２９ １８ １１ ２９ １５１

うち学校給食員 ０ ０ ３ ８ １０ ８ １２ ２ ９ ８ ６０

うち守衛 ０ ０ ０ ０ １ ３ ２ ２ ７ １５ ３０

うち用務員 ０ ０ ４ １８ ３２ ３３ ４５ ２６ １６ ５１ ２２５

うち自動車運転手 ０ ０ ０ １ ５ １ １ １ ４ ３ １６

うち電話交換手 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ３ ０ ３

 

うち（その他） ０ １ ４ １２ ２０ １９ １５ ９ ８ １５ １０３



（２）退職手当支給率の改正（平成２０年４月１日適用） 

① 定年退職や準定年退職等について、勤続期間１１年から３４年までの支給率を、０．１月から２．０

月までの範囲で削減。 

② 経過措置として、平成２０年度は、勤続期間ごとの支給率に係る削減率を２分の１として支給率を

設定。 

 

４ その他 

    渋谷区では、平成１７年１０月に策定した「渋谷区新行財政改革要綱」により、技能系職員は原則

退職不補充としています。 

    引き続き事務事業の見直しを徹底して行うとともに、外部委託も推進していきます。また再任用職

員の活用などによる職員配置の適正化をさらに進めていきます。 

 

 


